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(57)【要約】
【課題】狭いレイアウトの場合にも、エアバッグの展開
時に、アシストグリップの破損による取り付けの外れや
、飛散を効果的に防止する。
【解決手段】インフレータ１２と、このインフレータ１
２から噴出するガスが供給され、乗員と車室の内側面間
で展開する複数のチャンバー１３ａを設けたエアバッグ
１３を備えたカーテンエアバッグ装置１１である。ルー
フサイドレール６とルーフトリム４間に折り畳んだ状態
で収納される前記エアバック１３の、アシストグリップ
１取付け位置近傍のルーフトリム４側を、エアバッグ１
３基布より剛軟性の高い帯状体１４で覆う。
【効果】ルーフトリム、アシストグリップといった内装
品等の仕様やレイアウトを変更することなく、内装品の
破損による取り付けの外れや、飛散を効果的に防止でき
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インフレータと、
　このインフレータから噴出するガスが供給され、乗員と車室の内側面間で展開する複数
のチャンバーを設けたエアバッグを備えたカーテンエアバッグ装置であって、
　ルーフサイドレールとルーフトリム間に折り畳んだ状態で収納される前記エアバックの
、内装品取付け位置近傍のルーフトリム側を、エアバッグ基布より剛軟性の高い帯状体で
覆ったことを特徴とするカーテンエアバッグ装置。
【請求項２】
　内装品取り付け位置の直下に位置する前記チャンバーと、このチャンバーに前記インフ
レータから噴出するガスを案内するダクトとの連通を、前記帯状体により覆われる位置よ
りも上流側で行うことを特徴とする請求項１に記載のカーテンエアバッグ装置。
【請求項３】
　前記帯状体は布製であることを特徴とする請求項１又は２に記載のカーテンエアバッグ
装置。
【請求項４】
　前記帯状体は樹脂製であることを特徴とする請求項１又は２に記載のカーテンエアバッ
グ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば車両側方からの衝突（以下、側突と略す。）時に乗員の頭部を保護す
るカーテンエアバッグ装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　カーテンエアバッグ装置は、車体の側部方向から高荷重が作用した時に、複数のチャン
バーを有するエアバッグを、サイドドアガラスに沿ってカーテン状に展開させるものであ
る。このカーテンエアバッグ装置を設置すれば、側突時等の場合にも、例えば前部座席に
着座した乗員の頭部を効果的に保護することができる。
【０００３】
　ところで、前記カーテンエアバッグ装置のエアバッグは、ルーフサイドレールを覆うル
ーフトリムの内側に折り畳まれた状態で収納されている。一方、アシストグリップ等の内
装品は、ルーフトリムを挟んで、ルーフサイドレールのインナーパネルに直接、或いはア
シストグリップブラケットを介して取り付けられる。
【０００４】
　その際、乗員の頭部を保護する必要上、例えば前記アシストグリップの直下にエアバッ
グのチャンバーを設ける必要がある。このような位置関係にある前記アシストグリップは
、インフレータから噴射された高圧ガスの供給によるエアバッグの展開時、ルーフトリム
を介して車内側に強く押されて破損し、取り付けが外れることや、飛散することがある。
【０００５】
　そこで、特許文献１では、ルーフトリムとエアバッグの間に係合解除促進部材を配置す
ることによって、エアバッグの展開をアシストグリップから遠ざかる方向に誘導する技術
を開示している。この特許文献１で開示された技術を採用すれば、エアバッグの展開時、
アシストグリップがルーフトリムから外れて飛散することがない。
【特許文献１】特開２００８－１０５５８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記係合解除促進部材は、基端部がインナーパネルに固定され、先端部が車幅方向に撓
むことが可能な片持ち梁状に構成されたものである。従って、特許文献１の技術を採用す
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るためには、ルーフサイドレールとルーフトリム間に前記構成の係合解除促進部材を収納
できる空間の存在が必要で、このような空間が存在しない狭いレイアウトの場合には、採
用することができない。
【０００７】
　本発明が解決しようとする問題点は、特許文献１の技術は、狭いレイアウトの場合には
採用できないので、エアバッグの展開時にアシストグリップが破損し、取り付けの外れや
、飛散を防止することが難しいという点である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明のカーテンエアバッグ装置は、このような観点に基づき、狭いレイアウトの場合
にも、エアバッグの展開時に、アシストグリップの破損による取り付けの外れや、飛散を
効果的に防止することを目的とする。
【０００９】
　すなわち、本発明のカーテンエアバッグ装置は、
　インフレータと、
　このインフレータから噴出するガスが供給され、乗員と車室の内側面間で展開する複数
のチャンバーを設けたエアバッグを備えたカーテンエアバッグ装置であって、
　ルーフサイドレールとルーフトリム間に折り畳んだ状態で収納される前記エアバックの
、内装品取付け位置近傍のルーフトリム側を、エアバッグ基布より剛軟性の高い帯状体で
覆ったことを最も主要な特徴としている。
【００１０】
　本発明のカーテンエアバッグ装置では、折り畳んだ状態で収納されるエアバックの、内
装品取付け位置近傍のルーフトリム側に、帯状体を設けるだけであるため、ルーフトリム
、内装品等の仕様やレイアウトを変更する必要がない。
【００１１】
　そして、本発明のカーテンエアバッグ装置では、エアバッグ基布より剛軟性の高い帯状
体の作用によって、エアバッグの展開時、内装品がルーフトリムを介して車内側に強く押
されることがなくなる。従って、破損による取り付けの外れや、飛散を防止することがで
きる。
【００１２】
　よって、内装品取り付け位置の直下に位置する前記チャンバーと、このチャンバーに前
記インフレータから噴出するガスを案内するダクトとの連通を、前記帯状体により覆われ
る位置よりも上流側で行え、チャンバーを上方向に伸ばすことが可能になる。
【００１３】
　このようなエアバッグの場合、上方向に伸ばしたチャンバー部においてもエネルギーを
吸収することが可能になる。
【００１４】
　本発明において、「内装品取付け位置近傍」とは、単純に帯状体の車両前後方向の長さ
の範囲内に内装品が位置しているだけでなく、帯状体の前記範囲を外れた位置であっても
、内装品を保護できる位置であれば良い。
【００１５】
　また、「剛軟性」とは、ＪＩＳ　Ｌ　１０９６の８．１９で規定されるもので、本発明
では、前記８．１９．１で規定するＡ法（４５°カンチレバー法）によって求めるものを
いう。
【００１６】
　なお、本明細書においては、ある部位に対して相対的に車両の天井側方向に位置する部
分もしくは方向を、「上」もしくは「上」を含む用語として表現している。また、ある部
位に対して相対的に車両の床方向に位置する部分もしくは方向を、「下」もしくは「下」
を含む用語として表現している。
【発明の効果】
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【００１７】
　本発明では、エアバックの、内装品取り付け位置のルーフトリム側に、帯状体を設ける
だけであるため、ルーフトリム、内装品等の仕様やレイアウトを変更することなく、内装
品の破損による取り付けの外れや、飛散を効果的に防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態例について、図１～図４を用いて説明する。
　本発明のカーテンエアバッグ装置１１は、図１に示すように、インフレータ１２と、イ
ンフレータ１２から噴出する高圧ガスによって展開し、例えば前部と後部の座席に着座し
た乗員の頭部を保護するエアバッグ１３を備えた構成である。
【００１９】
　このうち、エアバッグ１３は、例えばＯＰＷ（ワンピースウォーブン）で形成されたエ
アバッグ本体に、前記高圧ガスによって展開するチャンバー１３ａと、前記高圧ガスを各
チャンバー１３ａに導くダクト１３ｂを配置した構成である。
【００２０】
　このエアバッグ１３は、例えば図２に示すように、略上下方向へロール状に折り畳まれ
て長尺状にされた状態で、前記インフレータ１２と共に、車室のルーフサイドレール６部
に沿って、ルーフサイドレール６とルーフトリム４間に格納される。
【００２１】
　そして、側突などの車体側部に作用する所定値以上の高荷重を、センサが検出した時に
、センサからの信号を受けてインフレータ１２から噴出する高圧ガスが、ダクト１３ｂを
介して各チャンバー１３ａ に供給される。
【００２２】
　本発明のカーテンエアバッグ装置１１は、前記折り畳んだ状態で収納される前記エアバ
ック１３の、例えばアシストグリップ１の取付け位置近傍のルーフトリム４側を、例えば
エアバッグ１３基布よりも厚手の布製の帯状体１４で覆う構成としている。
【００２３】
　この帯状体１４は、エアバッグ１３の展開時、帯状体１４で覆った部分のエアバッグ１
３が車内側に展開しようとする力を抑制し、展開する方向を車外側に制御するためのもの
である。
【００２４】
　従って、帯状体１４はエアバッグ１３基布よりも剛軟性の高いものであることが必要で
あるが、車内側に展開しようとする力の抑制程度によって、必要とする剛軟性が決定され
る。また、制御する展開方向によって、帯状体１４で覆う周方向の角度αが決定される。
さらに、制御する範囲によって、帯状体１４で覆う位置や長手方向の長さＬが決定される
（図３参照）。
【００２５】
　前記帯状体１４の取付け手段は特に限定されないが、例えば図２（ｃ）に示したような
縫製によって取り付ける場合、エアバッグ１３への取り付け位置の制限はない。なお、図
２（ｃ）中の２ａは縫製部を示す。
【００２６】
　一方、エアバッグ１３の取り付け片１３ｃの近傍に取り付ける場合は、帯状体１４にス
リット１４ｂを設け、このスリット１４ｂに前記取り付け片１３ｃを挿入して取り付けて
も良い。
【００２７】
　上記構成の本発明のカーテンエアバッグ装置１１は、帯状体１４を設けることにより、
特に帯状体１４を設けた部分に位置するチャンバー１３ａの展開する力を抑制し、展開時
におけるアシストグリップ１に与えるダメージを低減するものである。
【００２８】
　従って、前記チャンバー１３ａと前記ダクト１３ｂとの連通を、図１（ａ）のように、
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帯状体１４により覆われる位置よりも上流側で行い、図５（ａ）に示した従来のエアバッ
グ２に比べて前記チャンバー１３ａを上方向に伸ばすことができる。
【００２９】
　このようなチャンバー１３ａでは、前記従来のエアバッグ２のチャンバー２ａがエネル
ギーを吸収できる範囲に加えて、アシストグリップ１の直下まで高いエネルギー吸収が可
能になる。
【００３０】
　なお、図１、５中の５はアシストグリップ１を取り付けるアシストグリップブラケット
、図５中の２ｂはダクト、３はインフレータを示す。
【００３１】
　本発明は上記の例に限らず、各請求項に記載された技術的思想の範疇に含まれるもので
あれば、適宜実施の形態を変更しても良いことは言うまでもない。
【００３２】
　すなわち以上で述べたカーテンエアバッグ装置は、本発明の好ましい例であって、これ
以外の実施態様も、各種の方法で実施または遂行できる。特に本願明細書中に限定する主
旨の記載がない限り、本発明は添付図面に示した詳細な部品の形状、大きさ、および構成
配置等に制約されるものではない。また、本願明細書の中に用いられた表現および用語は
、説明を目的としたもので、特に限定される主旨のない限り、それに限定されるものでは
ない。
【００３３】
　例えば、帯状体１４はエアバッグ１３よりも剛軟性が高いものであれば、厚手の布製に
限らず、柔らかいプラスティックプレート等の樹脂製のものでも良い。
【００３４】
　また、帯状体１４を取り付ける位置は、アシストグリップ１を取り付ける部分に限らず
、同様の問題が起こる部分であれば、フック、クリップ、ランプ、サンバイザなどを取り
付ける部分でも適用可能である。
【００３５】
　さらに、エアバッグ本体は、ＯＰＷ（ワンピースウォーブン）で形成されたものに限ら
ず、縫製によって形成されたものでも良く、折り畳み形状もロール状に限らず、アコーデ
ィオン状に折り畳んだものや、両者を組み合わせて折り畳んだものでも良い。
【００３６】
　またさらに、エアバッグは、２名乗車の自動車に適用する場合には、前部座席に着座す
る乗員の頭部のみを保護するもので良い。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明のカーテンエアバッグ装置は、自動車に設置して用いるが、自動車以外に航空機
や船舶等の乗物に設けることも可能であり、同様な効果が発揮される。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明のカーテンエアバッグ装置の要部概略図で、（ａ）はエアバッグ展開後の
図、（ｂ）はエアバッグを折り畳んだ収納状態の図、（ｃ）は（ｂ）のＡ－Ａ断面図であ
る。
【図２】（ａ）は収納状態の本発明のカーテンエアバッグ装置の概略図、（ｂ）は帯状体
の斜視図、（ｃ）は帯状体の取り付け状態を説明する（ａ）のＢ部拡大図、（ｄ）は（ｃ
）のＣ－Ｃ断面図である。
【図３】（ａ）（ｂ）は本発明のカーテンエアバッグ装置の帯状体の長手方向の長さと、
周方向の角度を説明する図である。
【図４】（ａ）（ｂ）は帯状体の他の例を示す図２（ｃ）（ｄ）と同様の図である。
【図５】従来のカーテンエアバッグ装置の図１と同様の図である。
【符号の説明】
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【００３９】
　１　　アシストグリップ
　４　　ルーフトリム
　６　　ルーフサイドレール
　１１　　カーテンエアバッグ装置
　１２　　インフレータ
　１３　　エアバッグ
　１３ａ　　チャンバー
　１３ｂ　　ダクト
　１４　　帯状体
 

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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